
公益社団法人新潟県助産師会細則 

 

 

第１章 総 則 

（細則の目的） 

第１条 この細則は、公益社団法人新潟県助産師会（以下「本会」という）の運営に必要な事項を定め

る。 

（地区の区分） 

第２条 本会は、新潟県内を次の８地区に区分し、地区活動を実施する。なお活動内容によっては２ブ 

   ロックで連携して活動することができる。  

上越ブロック：上越地区、柏崎地区 

中越ブロック：長岡地区、燕三条地区、魚沼地区 

下越ブロック：新潟地区、新発田地区、佐渡地区 

（各地区助産師会の運営及び会長の役割） 

第３条 各地区助産師会の活動は、各地区助産師会の会則によって運営し、地区会長が総括する。 

また会長は地区の代表となり、本会との連携を図る。 

 ２ 本会の活動は、必要に応じ日本助産師会の連携において実施する。 

 

 

第２章 会 員 

（会員） 

第４条 正会員は、本会を経由して日本助産師会の入会手続きをとり、その会員となる。 

２ 正会員は、就業地又は居住地の地区助産師会に所属する。 

（入会の手続き） 

第５条 正会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める入会金、当該年度の会費を添えて、会長

に提出しなければならない。 

２ 入会者があった時は、会員名簿に登録すると同時に会員証が交付される。 

３             ３ 賛助会員になろうとする助産師以外の個人・助産師学生および団体は、入会申込書に当該年度の

会費を添えて会長に提出しなければならない。 

（退会の手続き） 

第６条 会員が退会しようとする時は、退会届に会員証を添えて会長に提出しなければならない。 

 ２ 会員が退会した時は、会員名簿から削除する。 

（会員の移動） 

第７条 会員は住所または就業地および就業施設等変更した時は、変更届を会長に提出しなければなら 

   ない。 

２ 変更届を受理した場合は、会員名簿の変更箇所を訂正する。 

３ 都道府県からの転入届があった時は、日本助産師会会員証の提示と（当会の年会費）（当会の入会 

 金）を徴収し、会員名簿に登録すると同時に本会の会員証に変更し交付する。 

 

 

 



 

第３章 会 費 

（会費および入会金） 

第８条 会費は総会において決定する。 

２ 正会員の年会費は、10.000 円、新入会員は入会金、5.000 円を納入する。 

３ 賛助会員の年会費は、個人 5.000 円、学生 2.000 円、団体 10.000 円とする。 

４ 一旦納付した会費は、事由の如何を問わず返還しない。 

（納付方法） 

第９条 会費の納入は、原則として指定口座からの自動引き落としとする。 

２ 入会時に振り込み手続きを行う。 

（納付期限） 

第１０条 継続会員の年会費は、原則として毎年２月２５日とし、同日に翌年度分を指定口座から自動 

   引き落としする。ただし、新入会員の会費納入期日はこの限りでない。 

 

 

第４章 総 会 

（総会の開催期日） 

第１１条 通常総会は、毎年５月に開催する。 

     但し、理事会において必要があると認めたときは期日を変更することができる。 

（総会の議事事項） 

第１２条 通常総会議事事項は、定款のとおりとする。 

   （１）報告事項：理事会報告、財務報告、常任委員会報告、特別委員会報告、監査報告 

   （２）決議事項：その他法令、定款で定めた事項 

  

 

第５章 選 挙 

 

 (選挙管理委員会) 

第１３条 総会に選挙管理委員若干名で構成する選挙管理委員会を置く。 

 ２ 選挙管理委員は、会長が投票前に正会員の中から委嘱し、これを総会の出席会員に報告する。 

(候補者の推薦) 

第１４条 役員候補者の推薦は、推薦委員会が正会員の中から推薦する。 

 ２ 前項のほか出席会員は、議場において候補者を推薦することができる。ただし、本人の承諾を得

なければならない。 

(候補者発表) 

第１５条 推薦委員長は、投票開始前に前条により推薦された候補者を発表する。 

(投票時間) 

第１６条 選挙管理委員会は、投票の開始及び終了の時間を定める。 

(投票形式) 

第１７条 投票は、単記または連記とし無記名で行う。 

 

 



 

(投票の省略) 

第１８条 選挙する役員の候補者が、定められた人数内の場合、出席会員の承認を得て投票を省略して 

選任することができる。 

（当選） 

第１９条 有効投票の再多数をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、議長が抽選

でこれを決定する。 

 

 

第 6 章 役 員 

（役員） 

第２０条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 （代表理事）   

（２）副会長 ２名 （常任理事）     

（３）総務  ２名 （常任理事）   

   （４）財務  ２名 （常任理事）   

   （５）監事  ２名 

   ２ 各地区の会長は地区理事として、理事会に出席する。 

（役員改選） 

第２１条 本会の円滑な運営と職務執行の継続を図るため、役員を半数交代とする 

   ２  役員の改選は、会長及び西暦偶数年次に選任の副会長、総務、財務並びに監事それぞれ１名 

     を西暦偶数年次、西暦奇数年時に選任の副会長、総務、財務並びに監事それぞれ１名を西暦奇 

 数年改選することとする。 

 

 

第 7 章 理事会 

 

（構成） 

第２２条 理事会は、常任理事及び地区理事で構成する。 

（職務） 

第２３条 理事会は法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項について審議する。 

 （１）総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定 

   （２）定款第 4 条に関する事項 

   （３）理事の職務執行の監督 

   （４）各地区助産師会との連携に関する事項 

   （５）財産の処分及び譲り受け、多額の借財 

   （６）事務所その他重要な組織の決定、変更及び廃止 

   （７）重要な使用人の選定及び解任 

   （８）その他 

 

 

 

業務執行理事 



 

（招集） 

第２４条 理事会は、会長が年４回以上これを招集する。 

   ２ 理事会を招集する時は、日時、場所、議題、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事

会の日の１週間前までに各理事及び監事に通知しなければならない。 

３ 理事会は、理事総数の半数以上の出席をもって成立し、会長が議長となる。 

  (決議) 

第２５条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する 

    この場合において議長は、理事として決議に加わる権利を有しない。 

   ２ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

 

第８章 常任理事会 

（構成） 

第２６条 常任理事会は次の役員で構成する。 

 (１) 会長 

 (２) 副会長 

 (３) 総務担当理事 

   (４) 財務担当理事 

 (職務) 

第２７条 常任理事会は次に掲げる事項を行う。 

   ２ 本会の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。 

   ３ 本会の目的を達成するため、別に定めるところにより、業務を分担執行する。 

   ４ 理事会から緊急を要する事項を委任された場合は、その委任事項を行う。なお、委任された事 

    項の結果は次の理事会で報告しなければならない。 

 

 

第９章 委員会 

 

第２８条 本会に次の委員会を置く。 

 (１) 規約委員会 

   (２) 教育委員会 

    (３) 調査委員会 

    (４) 安全対策委員会 

    (５) 災害対策委員会 

    (６) プレコンセプションケア委員会 

    (７) 推薦委員会 

   ２ 第１項の各号に掲げる委員会のほか、会長が必要と認めるときは特別委員会を置くことがでる。 

(委員会の委員) 

 第２９条 委員会の委員は、理事会において決定する。 

 

 



 

(委員会の招集と運営) 

 第３０条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。。 

 ２ 委員長は、委員の互選により決定する 

 (委員の任期) 

 第３１条 委員の任期は、２年とし再任できるが最長６年とする。ただし、推薦委員の任期は、１年を 

  もって終了する。 

(委員の任務) 

 第３２条 委員会の任務は次のとおりとする。 

 (１) 規約委員会 

     (公社) 新潟県助産師会定款及び細則の適正を検討する。 

 (２) 教育委員会    

会員の教育に関する事項 

    （３) 調査委員会   

      会員の活動状況に応じた調査・研究事項 

      (４) 安全対策委員会 

      医療安全対策の推進と担当者の養成に関する事項 

 (５) 災害対策委員会 

      災害活動に関する事項 

      (６) プレコンセプションケア委員会 

       子育て・女性健康支援事業に関する事項 

 (７) 推薦委員会 

      理事及び監事の改選に際し、その候補者の推薦に関する事項 

     ２ 特別委員会は、専門事項に関し諮問又は付託された事項について、その大網を立案して理事会

提出決定後はその実施を担当する。 

 

 

第１０章 細則の変更 

 

第３３条 この細則を変更しようとするときは、理事会の議を経るものとする。 

 

附則 

この細則は、規則施行平成２４年１２月１０日から施行する。 

令和４年４月１日 改正 

令和５年５月１２日 改正 

令和 8 年 5 月１２日 改正 

 

  

 

 

 


